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被保険者の方が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要

件を満たすと介護休業給付金の支給を受けることができます。

支給を受けるためには所定の手続が必要となりますので、このリーフレットをお

読みいただき、公共職業安定所（ハローワーク）で手続を行ってください。

一回の介護休業終了後に支給申請手続が必要です

介護休業給付金支給申請書の提出は、一回の介護休業終了後、終了日の翌日から２か月

を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。

また、この支給申請手続は、事業主の方が行ってください。

事業主の方は雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出してください

事業主の方は、雇用する被保険者の方が介護休業を開始した場合、介護休業給付金支給

申請書を提出する日までに雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出していた

だくことが必要です。

ただし、事業主の方を経由して介護休業給付金支給申請書を提出する場合には、上記に

よらず、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を、支給申請書と同時に提出するこ

とができます。
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